
揖斐郡揖斐川町三輪字分島９１番１１外

低層住宅地

中規模一般住宅のほ
かに農地も見られる
住宅地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北25 100 10 50 低層住宅地

-

(都)準住居(60,176)

人口減少率、高齢化率は県平均を上回っている。新型コロナウイ
ルス感染症による先行き不透明感は高まりつつある。

地域要因に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

居住の快適性等を重視する住宅地域であるため、取引は自用目的のものが大半で、取引価格の水準を指標に価格が決定され
ることが一般的と認められる。賃貸需要はほとんどなく、経済合理性に見合った共同住宅を想定することは困難であるため、
収益還元法は非適用とした。本件は、市場性を反映し、実証的で信頼性が高い比準価格を採用し、標準地及び指定基準地と
の検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

揖斐川町役場に近い、一般住宅、農地等が混在する住宅地域で、現状を維持しつつ推移すると予測する。地価は下落傾向で
推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 24,100円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

23,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

揖斐川 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.0

0.0

-4.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

揖斐駅
北西方 2.3km

揖斐
2.3km

(8)

南東4.4m町道

(都)準住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,176)

特にない 基準方位北、４．
４ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

250

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

18.0  ｍ、　奥行　約 14.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

23,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

23,900 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.5％ ％

100.8 ］

98.5［ ］ 102.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

23,500

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

池田（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.2

-0.8

+17.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

27,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

117.5 ］

98.5［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 26日 正常価格

令和 2年 7月 15日令和 2年 7月 1日

5,880,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 23,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は揖斐川町及び隣接池田町、大野町等の住宅地域である。需要者は、地縁性を有する個人が大半で、圏外からの
転入者はほとんどない。揖斐川町内では比較的利便性が良好な地域であるが、人口減少、高齢化の進展等もあり選好性は弱
く、取引は低調に推移している。取引の中心となる価格帯は見出しにくい状況であるが、土地のみで５００万～８００万円
程度、新築戸建物件は２０００万～２３００万円程度と把握する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

揖斐川（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

揖斐川（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社不動産鑑定北川事務所

片山　恵津子



揖斐郡揖斐川町西津汲字西武良７０４番

低層住宅地

中規模住宅を中心と
して、農地もみられ
る既成住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北150 100 100 100 低層住宅地

-

都計外
土砂災害警戒区域

揖斐川町の人口は急速に減少しており住宅地需要は依然として弱
い。

山間部の住宅地域で周辺では空家がみられるが、特段の変動はな
い。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は賃貸市場が未成熟であること等経済合理的にみて経営が可能となる賃貸住宅の想定は困難であるため収益還元法
は適用しなかった。近隣地域は山間部の住宅地域で自用目的での取引が中心であり、取引価格の水準を指標に価格決定され
る。本件では、市場性を反映した精度が高く客観性を有する比準価格を採用し、更に単価と総額との関連にも留意の上、鑑
定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

山間部の住宅地域であり、大きな変動はないと思われる。需給に特段の変化はなく、地価は当面は下落傾向で推移するもの
と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 5,460円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

揖斐駅
北西方 13km

揖斐
13km

(8)

南東3.2m町道､背面
道

都計外

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特にない 基準方位北、３．
２ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

327

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

17.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 350  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

5,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.9％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 22日 正常価格

令和 2年 7月 12日令和 2年 7月 1日

1,730,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 5,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.0

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね揖斐川町内の山間部の住宅地域である。主な需要者は、圏内居住者で、圏外からの転入者は殆どなく地縁
性を有する者が大半である。近隣地域は町中心部から遠い住宅地域であり、急速な人口減少や高齢化の影響等により需給は
弱い。取引件数が少なく、戸建分譲もほとんど行われないため中心となる価格帯や取引規模や新築の戸建物件の把握は困難
である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

揖斐川（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

揖斐川（県） －

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

杉山不動産鑑定

杉山　淳



揖斐郡揖斐川町房島字東屋敷８６１番

低層住宅地

農家住宅を主体とす
る既成住宅地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北200 200 200 100 低層住宅地

-

(都)(70,330)

人口減少率、高齢化率は県平均を上回っている。新型コロナウイ
ルス感染症による先行き不透明感は高まりつつある。

地域要因に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

比準価格は周辺類似地域内の事例を採用して試算しており、信頼性が高い。自用目的での取引が支配的で、取引価格の水準
を指標に価格が決定されることが一般的と認められる。賃貸需要はほとんどなく、経済合理性に見合った賃貸用建物を想定
することは非現実的であるため、収益還元法は非適用とした。本件は、市場の実態を反映し、実証的な比準価格を採用し、
標準地及び指定基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

旧来からの農家集落地域で地域要因に特段の変化はなく、現状を維持しつつ静態的に推移していくものと予測する。地価は
下落傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 16,100円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

15,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

揖斐川 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.5

-2.7

+20.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

揖斐駅
北西方 3.3km

揖斐
3.3km

(8)

南5.5m町道､西側道

(都)
(70,400)

（その他）　　　　
(70,330)

特にない 基準方位北、５．
５ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

221

( )

⑨法令上の規制等

台形
1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 220  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

15,600 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

17,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.1％ ％

113.8 ］

98.5［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

+1.0

+1.0

0.0

方位

角地

台形

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

15,600

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

池田（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.6

+0.6

+79.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

27,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

177.2 ］

98.5［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 26日 正常価格

令和 2年 7月 15日令和 2年 7月 1日

3,450,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 15,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.0

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は揖斐川町及び隣接池田町、大野町等の住宅地域である。需要者は地縁性を有する個人が中心で、圏外からの転
入者はほとんどない。旧来からの集落地域内にあって人口減少、高齢化の進展等もあり、選好性は弱く、取引は低調に推移
している。中心となる価格帯は見出しにくい状況であるが、土地のみで３００万～７００万円程度と把握する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

揖斐川（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

揖斐川（県） －

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社不動産鑑定北川事務所

片山　恵津子



揖斐郡揖斐川町谷汲深坂字小坂２４２６番１

低層住宅地

住宅、小規模営業所
で集落が形成された
住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 0 100 100 低層住宅地

-

都計外
土砂災害警戒区域

揖斐川町の人口は急速に減少しており住宅地需要は依然として弱
い。

山間部の住宅地域で周辺では空家がみられるが、特段の変動はな
い。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は賃貸市場が未成熟であること等経済合理的にみて経営が可能となる賃貸住宅の想定は困難であるため収益還元法
は適用しなかった。近隣地域は山間部の住宅地域で自用目的での取引が中心であり、取引価格の水準を指標に価格決定され
る。本件では、市場性を反映した精度が高く客観性を有する比準価格を採用し、更に単価と総額との関連にも留意の上、鑑
定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

山間部の住宅地域であり、大きな変動はないと思われる。需給に特段の変化はなく、地価は当面は下落傾向で推移するもの
と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 11,600円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

谷汲口駅
南西方 5km

谷汲口
5km

(8)

西4.5m町道

都計外

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

特にない 基準方位北、４．
５ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

235

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

17.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

11,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.6％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 22日 正常価格

令和 2年 7月 12日令和 2年 7月 1日

2,660,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 11,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.2

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね揖斐川町内の山間部の住宅地域である。主な需要者は、圏内居住者で、圏外からの転入者は殆どなく地縁
性を有する者が大半である。近隣地域は町中心部から遠い住宅地域であり、急速な人口減少や高齢化の影響等により需給は
弱い。取引件数が少なく、戸建分譲もほとんど行われないため中心となる価格帯や取引規模や新築の戸建物件の把握は困難
である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

揖斐川（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

揖斐川（県） －

基準地番号 提出先

4 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

杉山不動産鑑定

杉山　淳



揖斐郡揖斐川町春日六合字下ケ流９１５番１

低層住宅地

農家住宅、旧来住宅
が見られる山間の集
落地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 70 50 70 低層住宅地

-

「都計外」
土砂災害警戒区域

町人口の減少率は前年比１％強であるが揖斐川・谷汲地区以外は
３％超。新型コロナは人口密度等の地域実態によって影響が異な
る。

春日地区の人口は９００人を割り込んだ。世帯数の減少率が拡大
し、空家・廃屋も増えている。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法による比準価格が唯一の試算価格となった。当該圏域における不動産市場の実態から要因比較の客観性担保
には限界があるが、同一需給圏で生起した希少な事例に基づき、社会的妥当性が認められる価格が得られたと判断する。し
たがって、比準価格をもって上記のとおりに鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

背後が急峻な山峡の農村集落に転入需要は乏しく、外部要因の影響を受けにくい環境にあるため、人口の自然動態に沿った
地域コミュニティーの推移を予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 5,030 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

揖斐駅
北西方 8.2km

揖斐
8.2km

(8)

北西3.8m町道

「都計外」

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、３．
８ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

525

( )

⑨法令上の規制等

不整形
1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

18.0  ｍ、　奥行　約 22.0  ｍ、　規模 400  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

4,880 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.0％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ整形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 23日 正常価格

令和 2年 7月 16日令和 2年 7月 1日

2,560,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 4,880 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、揖斐川町及び垂井町北部の山間集落地域と判定する。春日地区は行政界の変遷から地域形成の同調性が強い。
少子高齢化を伴う人口減少の進行で共同体維持の困難性が増している。不動産市場も閑散で売買当事者の個別事情が介在し
やすい取引環境が常態化しており、市場価格の実勢把握が難しい状況にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

揖斐川（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

揖斐川（県） －

基準地番号 提出先

5 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



揖斐郡揖斐川町極楽寺字松原１１８番３

低層店舗併用住宅地

店舗、事務所と公共
施設が混在する路線
商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 40 50 低層店舗併用住宅地

-

（都）準住居(60,200)

ＥＣ普及、大型施設への需要流出で町内消費は食品・日用品が主
体。新型コロナでは巣ごもり特需も生じているが、外食産業は大
打撃。

大手チェーン同士の競争激化のあおりを受けて、旧来店舗、コン
ビニの廃業・撤退が相次いだ。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、商圏の同一性が認められるエリアから４事例を採用して試算し、緊密な代替競争関係に基づく実践的な
価格が得られたと判断する。収益還元法は非適用となったが、当該地域の商業建物は自己使用が多く、賃貸物件の供給主体
は旧来地主のため、元本コスト、資産リスクを消化しきれない市場の特性があることを把握している。したがって、鑑定評
価額は、指定基準地でもある地価公示地との検討を踏まえ、比準価格をもって上記のとおりに決定した。

［

［

店舗
Ｓ２

近隣需要は中堅スーパー、ドラッグストアに吸収され、従来店舗の廃業・退店が続くと予測する。空地、空き店舗の増加に
より地価の下落が長引くと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 30,300 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

29,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

岐阜大野 1

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

-2.8

+22.0

+5.3

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

揖斐駅
北方 2.7km

揖斐
2.7km

(8)

北東14.5m国道､背面
道

（都）準住居
(60,200)

（その他）　　　　
(70,200)

特にない １４．５ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

724

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

30.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 750  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

29,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

35,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-4.3％ ％

122.4 ］

96.1［ ］ 104.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 2 令和 2年 7月 20日　提出

宅地-1

+4.0二方路

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 2年 1月]

令和 2年 6月 23日 正常価格

令和 2年 7月 16日令和 2年 7月 1日

21,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 29,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、揖斐郡の都市計画区域及び隣接市町の幹線・準幹線沿いと判定する。典型的な需要は小売・飲食・広域サー
ビスの平家店舗である。新規出店は大手・中堅のチェーン展開業者が大半で、個人経営等の小規模資本の参入は日用サービ
スなどに限られる。路線沿いは借地が多い。町内の商業収益は生活必需品のウエイトが大きいため、新型コロナでの打撃も
比較的小さい。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

揖斐川（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

揖斐川（県） －5

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦


